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注意の電話御使用上

電話交換の良否は、局側取扱の如何に依る乙とは勿論であbますが、電話使用者側に於てま象

め電話取扱の方法攻 b、規則な bを御了解下さると否とによる之とも大いに関係がある之と

ですから、電話を御使用になる方は、先づ以下記載の各事項を充分熟譲せらる、様ぁ願以い

電
話
使
用
上
の
御
注
意

たします。

現在東京中央電話局所属の加入者は、三十の局に牧容3れ、その内高輪、青山、牛込、四谷、

墨田、城東の六局は手働式であ bますが、京橋、本所、下谷、紳回、茅場町、九段、大塚、

浪花、駒込、大崎、溢谷、中野、大日本橋、芝、三回、浅草、赤坂、銀座、根岸、丸ノ内、

森、荏原、淀橋、小石川の二十四局は自動式であ 9~ す。

， 
話

1・:::s
主恩内市-・・圃圃、

。共同線加入者を会呼ぴの場合は、皐陀共の電話
手働式電話の場合〈ー〉

番競だけを交換取扱者に訟告げ下さい。

。連接加入者とj直話する場合は、先づ本加入者番

鋭を交換取扱者に告げ、更に本加入者ltT漣擬」

呼応し上の注意

。相手の星sと愛翠は、能〈確め?と上明瞭に交換

取扱者へ治告げ下さい。局番競で請求‘せぬ桜に

願ひます。 と告げて、連接加入者への接続方を依額して下

さい。

， 

。交換取扱者へは愛信上の要件だけを告げると

と。

O交換取扱者に番披を告げた後「ジージーjと云ふ
。呼出音が問えてから暫くの問沿待K在っても、

相手方が出たい時は、受話器掛金物を三間同上
断続音が問えたら話中です。

下して交換取扱者に其の旨を沿告げ下さい。そ。「ツ』ツー」と云ふ断続音が問えたら、相手方に

の億切ると通話演と見倣されるととがありまつながって「ベル」がH烏って居るのです。

すo。番競D呼方に就て

。呼出音も話中音も問えす=、叉相手方も出て来た

い時は、前同様受話器掛金物を三四同上下し:取

下記数字は、同一昔に問え易〈、間違が起り勝

扱者を呼ぴ此の旨沿告げ下さい。

。交換;以外の局への御用は「監督J叉は其の局

800番をお呼びになって、分局長又は主事へ直

接ゐ話し下さい。

ですから、特K御注意下さい。
サシ ~~ サンクウ セン.....;. サンピヤグセン恒ヤグ 卓

三と千(例へば三十と千十、三首正千百〉ーと
シ乎 ハチ ジウイチ ジウシチ :/ゥ，、手& 17-'; .-r4・

七と八(例へば十ーと十七と十八〉六と八(例へ
"ヅぜヤグハグピヤグジウ キ歩 ヒヤ!?....;.ヒヤグキウ

ば六百と八百〉十とJl..(例へば百十と百九〉等は
イチ フタ

間違び易いのです、一、二〈千位百位のとき〉

3~ ナT キゥイグセレ

四、七、丸、}千は振仮名通 þ~呼ぴ下さい。 選話中の注意

。通話中に接綬が切れたら、呼ばれた方は直ぐに。代表番競の加入者へ掛けるには、代表審議以外

受話器を掛けてゐ待ち下さい。掛けた方は受諾の番競を呼ばぬ様にして下さいο



13 

器の掛金物を三、 [JLj岡上下して交換取扱者を呼! 話中音は、相手方が話中の場合と局線わ塞がつ

あで、切れ?と旨沿告げ下さい。通話の中途で電話 て居るときとに設する「ジ{ジ-Jと断続して 市

から離れる場合は、決して受話器を掛金物に沿 問える信放です。砲事事盤を廻す途中で此の信競 遁iヌヲ

掛tL:r.主ら左いで下さい。若しゐ掛けになると話 があったら、それは局総がふさがってゐるとと 話

済みと認めてその接絞を断つととがあります。 を知らすのです。

総話後の注意 廻韓盤に蓄すする注意

。話傍みの時は必す=受話器(耳に営てる方を下に 。殻信音が問えてから廻すとと ω

して)を掛金物に掛けるとと。 。指止めまできっちり廻して放すとと。

。受話器をはづし放しにすると一時不通と怠ると
。先づ局番放を廻してから電話番放を廻すとと、

とがあります。
iOJも番続の中ですから必宇廻すとと。

。廻樽盤は、中途で、廻縛を止めたり、殊更に力を

英同加入者の掛け方
加へて後戻りさせたりせぬとと 。

他の加入者へかける際、局が出?と左らば、「何番か 。番鋭を廻し迷へ?とら、一旦受話器を掛けて叉最

ら何局何番へJb云って下さい。但し度数料合同 初から"乎び直すとと。

計算の届出済の向は単に「何局イ可番Jへと告げる丈

でよるござしういます。もし話獲が問え?とえにらば
選議中の注意

受話器をかけて話が済むのを暫く沿待ち下さい。
呼出中及逼話中に受話器の掛金物を上げ下げした

同一共同加入者相互の通話をなすには、交換取扱
り、又は廻轄盤まいぢらぬゃう御注意願ひます。

者に共の相手方の番披を告げ、交換取扱者の指図
受話器の掛金物は、平常受話器を掛けて置くだけ

に依り一度受話器を掛金物に掛け、電鈴の鳴るの
の道具で友く、之を上げればn手出手続の第一歩を

を~ち、それが止んだら通話を開始して下さい。
踏み出したととに危り、自動式では通話中掛金物

を動かすと多く ，.!)場合接続が切れてしまひ更に呼

'" 
(ニ)ー自動式電話の場合 直さねばなら友い装置と在ってゐますo

各種の信競脅に就て
話が遠いからとか、或は出方が遅いからと云って

。自動式電話は、機織の{動作K連れ色々蓬ふ信披
之を動かさぬ様に気を付けられるととが大切で、あ

音を機械的に法って、使用法を指図します。此
ります。

の信統音には、三種類あって、授信昔、呼出昔、 遇話後の注意

話中音と申します。 話が涜んだら、直ちに受話器を元湿りに掛金物に

溌信音は、受話器をはづし?と時(1[直ぐl調える徴 お掛け下さい。受話器を掛けずに置いたリ、叉は

かた連続音で、局の機械が交換の準備の出来た 不完全な掛け方をして置くと故障と見倣して、一

とと、つまり廻縛諜を廻しでも良いととを知ら 時電話の接績を切って終ひます。

すのです。
、、

受話器を外しであるととを局の方で知りますと

呼出音は、廻特盤を六回廻し終って相手方の電 t 此のととを加入者に注意する震に強度の信競を

話機K接続された時K、問える信披で、「ツーツ 主きります。それで、も筒ほ其の健にして置かれる

-Jと謂ム断綬音です。 と、故障と見倣して一時其の線を切って終ふと
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とがあります。

支|共同加入者の掛け方

墾l 他の加入者へかける方法は一般の自動式電話の場
PW I 

合と鑓りはありません。併し同一共同加入者相互

の呼出に就ては、下記の混り手緩が蓬ひます。

先づ局番競を附けす;fl12J番と廻事事盤を廻して

一旦受話機を掛けますと、電鈴が自動的に鳴り

始めます。相手方が出て、受話器を外した後に

電鈴の鳴動が止みましたら再び受話器を外して

遜話を開始するのです。

受話器を掛け?と後に電鈴の鳴るのは相手方を呼

び出してゐる登撲です。

電鈴が続いて鳴って容易に止まぬ時は、相手方

が電話機の側に居主主いか文は呼出K膝ぜぬ震で

す。此の場合は一度受話器を外し、叉受話器を掛

ければ、接続が切れて電鈴の鳴りが止みます。

(三) 私設電話使用者の場合

自動式局所.vc属してゐる私設電話機で他の加入者と

通話するには自働式加入者の取扱心得の外、筒ヨたの

諸悪占に御留意を願ひます。

甲、電話接、な設交換機とも自動式の場合

相手加入者呼び出し方の御注意

此の式の私設電話から局の加入者を呼び出すには

受話器を外して私設電話機附属の局私鯵日盈押し、

(局総釦友きものは Oを廻せば局総花接がります)

先づを受信音を確めてから相手を呼び出すのです。

褒信音を確めて後の呼び出し方、呼び直し方、其

他の扱び方に就ては一般自動式加入者の場合と金

〈同様です。

乙、電話機が自動式で私設交換機が手働式

の場合

(イ〉 相手加入者呼乙入。出し方の御注意

1. ~受信音を確めてから廻轄盤を廻すζ と。

此の式の私設電話から他の加入者を呼び出すに

は、受話器を外し、私設の交換取扱者が出るの

を待色、「局へ」と請求してき芝信音が襲、えて来る

のを侠って相手加入者を呼び出すのであります

が、殻イ言音を確めて後の呼び出し方、呼び直し

方、共他の扱ひ方は一般自動式加入者場合と金

く同様で、あります。

2.相手加入者呼び直し等の場合は受話器掛金物を

ー寸押へて放し、長く押へぬこと。

若し相手加入者が話中のため他の番競を呼ぶ場

合叉は相手番披蓬ひをした時、廻樽盤を廻し損

つ?と時、その他引き絞き呼び直しをする時左!:.

kは一般自動式加入者と同様受話器を耳に嘗て

たまま受話器掛金物を一寸(約一秒〉押へて放し

護信音を確めてから相手加入者を呼び直すので

あります。若し此の時.徐り長〈受話器を抑へ

てゐると、私設交換取扱者が局線を切って絡び

ますから、共黙に御注意を願ひます。

(ロ〉 話中に於ける御注意

1.混話中に私設交換取扱者を呼ぶには交換取扱者

丘立2口走致問押すζ と。

2.受話器絡金物は上下せぬζと。

通話中に私設交換取扱者を呼ぶ必要があるとき

は私設電話機に附属の呼出し釦を数悶(一秒に

一、二同の速さにて〉押して下さい。若し、此

の代りに受話器掛金物を上下すると話が切れる

ととになります。

丙、私設交換機も震話機も手働式の場合

手働式局に属してゐる手働式私設電話機の場合と大

鐙取級ひ方は同じでありますが.次の事柄〈イ)及

(ロ)は所属局が自動式ですから特に御注意を願ひま

‘ 

b ， 



す。叉(ハ〉の事柄は従前の手{動式局所属の私設電話

機の取扱ひ方とは異ってゐますから之亦御注意を願

ひます。

(イ) 想芝史み妻賢建毘L友o仰樫君、

設信後iま成るべく引込まないで相手の出るまでお

待ちを願ひます。

共電式私設電話機の場合は、受話器を外して私

設交換取扱者を呼び出し、〈磁石式友れば畿電機

を廻してから受話器を外し、)相手加入者の呼び

15 

に私設交換取扱者を呼ぶのに受話器掛金物を上下

したり、議電機を廻したり致しますが、其慣習か i市

ら自動式局tr:属してゐる私設電話機にあっても、 i金
局の加入者と通話中、兎角之を上下したれ受話 L話

器を掛けて登電機を廻し?とり致す向もある様です

が、自動式局K麗してゐるものにあっては一般自

動式加入者同様、多くの場合通話が切れる事とえE

りますから行き違ひのない様御注意を願びます。

丁、即時及準邸時過話

ノ 出し:方を依額し共ま L引込まえ主いでゐ待ちを阪|私設電話から邸時地への通話の申込は私設電話が何

ひます。 IJれの方式でも、一般市外通話同様私設交換取扱者に

そうで左いと通話が遅れるばかりで危〈相手の i依貌し、直接局に申込まぬ稼願ひます。倫申込方依

加入者を長〈待たせるととにも充足ります。 Ij蹟後は電話を切るとと友く其健治待ちを頗ひます。

〈ロ) 遁話後の注意 邸時接絞法賓結後に於ては即時地への市外通話K限

話が溌んだら、直ちに受話器を拠け、磁石式私 iって申込K使用した加入者線で市外通話をする関係

設電話機ては更に設電機を二三間週して下さい。 Iから現在申込に使用中の加入者線の電話番践を申込

若し登定機を廻すのを忘れると、他の加入者から!の際局K告げ怠ければ営局として接ぎ得たい取扱方

掛って来たときに、(殊に市外か.ら呼ばれた時〉行 Itz:怠って居りますから、私設電話が自動式でも手働

き遼ひを服す事とえ主ります。

(.....、〉 遁話中の注意

式でも私設電話から局へ直接訟申込みにならたいで

先づ私設交換取扱者K依積して下さい。

局の加入者と混話中に受話器を上下せぬこと、叉 lそして依頼後は電話を切るととなく共ま主治待ちを

援電機等を廻さぬ援願ひます。 I願ひます@

手働式局に属してゐる私設電話機に於ては通話中

-・・園、 市外逼話|

即時遇話のお申込み方
告げ下さい。

現在の即時逸話地は川崎、日吉、蒲回、羽田、池上
。自動式電話から治掛けに訟る場合は三数字il17J

番をゐ呼出し下さい。
田園調布、世田谷、松漆.荻窪、落合長崎、王子、

取扱者が出?とら童話話者番践と御自分。電話の番競と

赤羽、足立、本田、板橋、の十五ケ所であります。 Iを沿告げにたり其優沿待ち下さい、邸時通話は沿申

。手働式電話からお掛けはる場合は「何香川と臆 j込と同時に婦が出来るのですから沿申込後も受話

答がありましたら「即時」又は「封話地名Jを沿 l器をお掛けにたらぬ様叉御自分。電話は必歩現K御
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使用にたってゐる電話の番競を沿申込下さる様御注|準即時通話も即時通話と同様必宇御使用忙在って居

官 t意下さい。他の呑放を訟申込にたっては接がりませ|るその電話。呑競で訟申込み下さいa 他。番放で訟

内iん。自動式電話から邸時地への通話中、受話器掛金|申込みに怠ると接がりません。

喜!物を上下すると、機械設備の関係で、其接続は切れて|自動式電話から準即時地へ通話札受話器掛金物を

!上下すると共接続は切れて了ひますから御注意下さ
しまひますから御注意下さい0 4若し遁話中に切れ?と|

lい。遇話中に切れ7たと場合及主沿?申込み後3沿な待ちに完な主つ 一j

場合は、直ぐに手働式局所麗の方は市外「内50∞0ゆ自 iて尉る時の、接緩見込時間の沿凶問合せ叉は、お申込

働式局所属D方は三数字r115J番を呼んで其旨を沿|みの取消等は・一般市斗通話同様子働式局所属の方

告げ下さい。

準邸時;童話のお申込み方

現在の準即時地は横演、鶴見、主JII、砧、吉祥寺、

は「市外 500J番へ.自動式局所属の方は三数字i115J

番へ訟申出を願ひます。

一般市外遇誌のお申込み方

石神井、練馬、練馬北町、 )11口、六月町、新宿、小 E一般市外通話とは即時地及準邸時地以外D市外地と

岩.市)11.江戸川、葛西、千歳鳥山、中原、溝Jロ
の通話を云ふのです。

の十八ケ所でありますo 準I3P時通話法では、通話の 10手働式電話から沿掛けになる場合は「何番へ」と

轄篠するとき(平日たら大積午前九時頃から、同十| 臆答がありましたら「記録」又は「お話地名J を

二時頃迄〉は、一般市外通話同様暫〈治待合せを願 l 沿告げ下さい。

はdユばたりませんが.それ以外ρ時えにらば大抵、す 10自動式電話から会掛けに怠る場合は三数字fl16J

ぐゐ接ぎ出来るととに友って居ります。元も騒接待| 番を会呼出し下さい。

でも至鰭話で沿申込みにたれば直ぐ沿接ぎ出来る i詑録係が出ましたら鮮明名電話番援と御自分の

l電話の局名電話番競とを沿告げ下さい。治申込みの
場合もありますから訟念ぎの節は至急通話を御利用・

下さい。
電話番競は雨方共夫々同ーの加入直域内であれば順

位を付けて二個迄申込むととが出来ます。倫至念通

此の準卸時通諸制亡よる訟申込み方や局の取扱方は i話の際は「至急逼話Jとはっきりゐ申出下さい。

さたの通りであります。 、

。手働式電話から主主掛けに怠る場合は「何番へ」と

磨、答がありましたら「準創時」叉は「封話地名」を

沿告げ下さい。

。自動式電話から沿掛けに怠る場合は三数字i118J

番を沿呼出し下さい。

準即時蓋交換取扱者が出?とら釘手君子援と御使用に主主

って居らる L局名と電話番銃とを告げて、共健治引

込みに友らす=にお待ち下さい。此のi時、線塞り等で

すぐお接ぎ出来ない時は、取扱者が共の旨を3診断り

致しますから一旦受話器を沿掛けに友って訟待ち下

さい。至念通話の場合は、共の際「至念混話」と訟

申出下さい。

(イ J 記録保では局名、呑畿運話種別などを必ず反覆致し

ますから、間違がないかどうかを御注意下さい。

(ロ〉 特別市外謹話の出来るのは先方の電話が自動式及び

共位式の場合並に磁石式では特別市外遜話装置の設

備がしである場合に限ります。但先方の世話が特別

市外遁話装置の設備のない事を御最付きにならずに

遜話をお申込みになったときは共謹話を接〈ワ順番が

〈るまでは遁話の出来ない ζ とを御知らせ出来ませ

んo 先方の電話に特別市外蓮話装置がな〈てお話が

出来ないときは「呼出電話jの方法I'¥:依って先方の方

を局へお呼出しになり さ昔話をすることが出来ます。

(ノ、〉 代表容放の手鍋局加入者が市外遁話をお申込みにな

るときは、代表番通話の旨を取扱者に 7告げ下さい。

自動局加入者がお申込さかの場合は、代表番放とそ白

一連綴番援金部の筒数をお告げ下さい。

(=-) 市外蓮話用市内専用電話から遜話をする場合は、お

申込みの際、 請求者電話番披の件、 専用電話番銃

(例「浪花百番の東京専用一番J)をお告げ下さい。

但し j胞の場合請求者官話番鋭ニ個申込むことは出来

ません。

/ 
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遇話匡域及料金 至急遇話

，市外通話の取扱順序は総て受付順でありまずから・ !市東京から通話の出来る直域及料金は、巻末に掲載し III.J/ I ~J..II-I"-- ~JJ/"O ..L7"t/'" ....，.，.'llo't;I' ~-. 0# .-_-" - ~ ， ....- - ~ _~ I外
I t持に至念を要するものは「至念混諾Jとして沿申込!二

てありますo 1'----- .1*1 
.みはると「普温逼話」よりも先順位に沿取扱ひ致|さ

績演反大阪港船舶への市外遇話 lしますo 料金は普通過話料の二倍で、す。 ・悶

横演港岸壁若くは桟橋に紫留中の船舶へ市外通話を 定時過話
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・

な

と

「

金は一般市外通話料と同額です。

， 東京から紳戸近海にある

、船舶との無線電話遇話

間前であれば何時でも受付致します。治申込みの際

は記録係を訟I序ぴに左り「定時」と告げ、希望時刻

と共時数とを附け加へ他は一般市外通話と向じ様に

通話圏内にあれば同局の中織で、無線電話 と有線電話

E 沿申込み下さい。
無線電話装置のある下記の儲舶が紳戸中央電話局の

夜間逼話

とを接続して陸上から船舶内の指定割話者と沿話を 1:夜間通話は午後八時から翌日午前七時までに取扱ふ

するととが出来ます。との通話をお申込に怒るとき l普通過話料三十銭以上の土地との通話で、治申込み

は「丸ノ内123J番を訟呼出しに友り通話種別、船舶 iは午 七時から受付け致します。料金は二、三割安

名並劃話者氏名等を;t，;-申出下さい。

通話料金、及通話取扱時間等は釣手胎舶により一定

くなって出ります。

一般市外逼話を接績するとき

せ下さい。

して居りませんから訟申込の際一際取扱者に沿間合
一般市外通話を接続する時は、加入者を訟呼びして

東京より遁話の出家る船舶名

Jyf鴎 舶般名 所属 船舶名

大阪商船…・・鴨緑 丸利I戸商般車校 深江 丸

岡 …………・・吉林丸同一..一… ・・・・・ 諮 徳 丸

岡・・…・…………高千穂丸織設省…・-…鶴容 丸

岡…...・H ・..……高砂 丸 岡・・・ ー・ ……… ..景 自民丸

岡・…-…………黒海 丸 岡・・・…・ー……・・・昌 盛丸

近海郵船…・富士丸同一…・・一…一興 安丸

兵 庫 勝 一 ・一保縞丸岡……………ー金剛丸

設信専用加入者の市外遇話取扱方

自動式局設信専用加入者からは、機械設備上議信着

信共市外通話は接続出来ませんが、手働式局設信専

用加入者からは登信着信共ゐ取扱を致します、但し

手働式の場合でも即時、準即時地からの着信は接続

出来ません。

共の智治知らせ致しますから、呼ばれたらその億一

寸沿待ち下さい。取扱者が「お出になりましたから

お話し下さい」と申上げたら直ぐ通話を沿始め下さ

ν、。

(イ〉市外通話のお申込み後は通話接綬の順番が何時

来ても通話が出来る様下記の御用意を願びます

特に定時通話やE季、約通話は指定時刻に御注意下

さい。

(1)訟申込みに友つ?と電話を空けて置くととo

(2)通話者がすぐ電話にか Lれる稼準備して置

くとと。

(ロ〉接続の順番が来ても関係電話が主主話中の時は後

廻しと友ります。但し特別市外通話、定時通話

強約通話等をお接ぎする時、関係加入者が他の

市内加入者と通話中の時は、其旨を主診断りして

市内通話を中断致します。共の外般舶無線通話

及一般市外通話を会接ぎする時でも必要により

= . 
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ましては、前と同様に市内通話を中断するとと

--，，_... . があります。

み!判定時通話は取扱上の都合に依り、指定時刻の前

i 後十五分間繰上げ叉は繰下げ取扱ふととがあり
遁

話
ます。

市外通話時間

市外通話時間は三分間を一通話と致しまして、「お話

し下さいJと申上げた時から時間を計ります。一周

の通話は他に申込みが友い場合の外、三通話〈九分

間〉を超えて通話するととは出来ません。

但し他の申込みが普通々話のみのときは、四通話白

から至念通話として倫通話を機綬するととが出来ま

すo 叉議約通話、定時通話等の取扱上必要あるとき

は二遜話以下に通話を訟止めするととがあります。

通話中に時間が来?とときは、取扱者から其の旨を各

通話時間の怒り毎陀訟知らせ致しますから、引絞き

通話をえEさるときは直ちに「縫緩」と会申出で下さ

い。三通話自の時間が修ったときは通話を切断致し

ます。

注意、私設電話機でお話しになるときの泊話時間は私設交

換取扱者に通話開始を促したときから計るのです。

m外;童話の申込取消

市外通話の申込取沿は、手{動式では「市外500J番自

動式では三数字 f1J5J番を訟呼びl'Lfi:って沿申出で

下さい。

次の場合には取泊料が要ります。

(イ)通話の開始に営って関係加入者のどちらかが不

要叉は不在等の理由民よってお話をなさらえEい

とき。

(ロ)通話を沿接ぎしゃうとして請求者を沿呼びした

とき紘路機繊に故障がなくて請求者が訟出にた

ら左い場合。

但し(イ)及(ロ〉の場合申込後普通過話は四十

分、至念通話は二十分を経過したときは取泊、料

は要りません。

(ハ〉定時通話の申込を取消じ叉は時数を減少し?とと

き(此の場合は時聞に関係なく取泊、料が要りま

す)

三、イ電話の料金

料金の 種 別 I 2・附加使用料

1.基 本料

皐溺lJU入、共同カII入、二種類あって電話K加入し

て居る間は通話をしても、し左くても、叉は電話

機を一時取外してあっても納めねば友らない料金

です。そして一年度分を4.5.6月。7.8.9月。 10.11

12月。1.2.3月の四期K分けて共の期D初月二十

七日;迄に納付するととになって居ります、料金は

次の通りです。

(イ)皐濁加入 年額 45圏一期分 11国25

(ロ〉 共同加入 。33国 U 8厨25

但し期の中途から電話が開通したり、共同加入から車

濁加入に鑓更した場合は其の期の分丈は関連、又は箆

更した日から年額金の日制計算で頂きます。反釘に皐

濁加入から共同加入に饗更した場合、又は共同加入の

相手方が無〈なった錫必蓮話を休んだ場合は、援更の

日又は謹話を休止し?と翌日から同期末寺三年額金の日割

計算で兎除されまナ。

基本料の外に下認の様左ものに課ぜられる料金で

三ヶ月分を基本料とー絡に納付するととにたって

居ります。

(イ) 電話機が所属電話局の普通加入区域外に設

置しであるもの

(ロ〉 本電話機以外に増設機械を接続しであるも

の

(ハ〉 加入同線に私設、官自悪用及市内専用電話機

を接続してあるもの

(=) 電話機が卓上のもの

等で料金は大陸下記の通りですe

〈イ〉 首該電話官}特別加入年額4悶00一期分1閤ω
磐ノ普通知入医!区域内
域外=於ケノレ閥ト

係電話線路百十)加入'mi U 5阿00 U 1回25
メートル迄毎ュ/域外

(ロ)1.増設電話機 u 12国00 u 3園00

一個ニ付

但シ A、加入者=於テ設備維持ア錫スモノ ρ

u8国00 u 2園00

B、同一ノ加入同線=接続スル

J 

、t t 
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議回、松淳、荻窪とか横演、名古屋とか乃至は牽

電
話
の
料
金

潟、朝鮮、樺太とかへ通話をされた時の通話料金

や、通話の御申込を取消され?と場合の取泊料や.

甲種J曾設電話樽ガ同一人ノ;専用ニ鴎セザノレトキ

ノ、一個毎=倫字額凶闘ヲ加算ス

C、乙椅.増設T昔話機ユジテニ個ノ;加入同線二共遜

ユ接続スノレモノュ封シテノ、一個毎ニ倫年額六悶

ヲ加算ス 電話の無い方を通話所迄ゐ呼出しに怠って沿話を

各地への通話料金表は巻末にありますから御覧下

さν、。

5・外関遜話料

した場合のi呼tH料等です。
一期分 1因。o

v 1因。。

外閣と遜話をされた場合に諜せられる料金で、現

在は瀦ijH圏、中華民閥、フイリツピン、シヤム、ハワ

イ、蘭領印度、アメリカ、カナダ、メキシコ、キュー

パ~iX初{各圏、南阿聯邦、南米プヨジJレ、チリ、アノレ

ゼンチン及悌領印度支那等との聞に逸話された場

合のもので、市外通話料と同様別に定められた各

地への料金別に依って呼出料、取治料等をも含め

?と毎ーヶ月分を翌月の十七日迄に納めるととにた

って居ります。詳細は巻頭頁にありますから御参

照下さい。

6.臨時電話料

臨時電話の加入を御申込み叉は縫績使用の都度御

使用にたkる前に納める料金で度数料は要りません

2.受話器 年額 4園00
3.電鈴 11 4図00

(ハ〉私設、官臆用叉ハ市内

専用電話機援額一個 年額8国00一期分2因。。
毎=

(エ)卓上電話機一個毎エ u 10国00 "2国50

命(イ〉の内加入直域外のものにして電話機設置場所が

他の世話官暑の加入区域内に在るものは外に基本料と

同額の料金を附加されます。

其れから期の中途で新らたに附加使用料増加の事貨が

E芝生した場合は基本料主同様其の時から増加lした丈の

分に濁して年額金の日割計算で料金を納めるととにな

づて居ります、即ち料金の年額に、帯した時から其の

期の末日迄の日教を掛けて、其の年度の日数(1昭和十

四年度は三百六十六日)で割るのです。例へば七月十日

に卓上靖設電話機を一個取付けますと、此の機械は年

額二十二闘ですから mf'J x83~=4.98卸ち第二期分の
366臼

附加使用料日制徴牧額は四回九十人銭となる諜です。

若し反劉-に減らす揚合ゃ、駿める場合は(ロ)(ノ、)(=)

にありでは期の中途で撤慶しでも共の期末迄の、使は

ない間の分の料金は免除致しませんo

然しくイ〉の場合丈は也話機を普通知入区域へ移事事した

時とか、乃至は普遮加入匿域外で設置場所を移縛した

銭b課金距離が短かくなった場合は異動した日から波

少した丈の日制計算で料金を免除されます。

j 

が、市外通話をされた場合は別に納めるととに危

って居ります、料金は大燈衣の通りです。

1.電話架設料 2 0国

2.電話使用料日額 2国

& 附 加 使 用 料 乙 種 増 空 言 語 3図
機一個博一

料

所属電話局加入者相互閣の通話一度毎に三銭宛課
_ _ ~"，.，. ._(4.5.6月'7.8.9月\

せられる料金で、ニケ月間l'C¥io.-U:i2月1.2. 3月).お

使ひにたった分を衣の期の初月二十七日迄K上記

数3.度

7.電話番競簿掲載料

電話番披簿に使用電話番続の索引に便利左様に、

特殊掲載の請求をされ?と場合に課せられるもので

一年度分を一同四月三十日迄K約めるととになっ 1
1

て居ります。但し掲載初年度の料金は賞該電話官

署の指定する期日迄に納めるととにたって居りま

の基本料及附加使用料と、一緒K納めるととにな

って居ります。邸ち

第1:期分度数料、 (後納〉
14年度第2~自分基本料及附加使用料 〈前納)の如〈で

す.勿論附加使用料を要しないものは含みません

但し電話機が所属電話局の加入直域外にあり、旦

す。他の電話宮署の加入区域内に在るものに封しては

料金は下記の通りですo

一掲載毎ニ年額

(他人名儀掲載、重複掲載共〉

前記市内通話一度三銭の外に尚三銭宛附加せられ

る事になって居ります。

6国00
4.市外遜話料

8.電話線設備料営局D加入者以外の加入者と通話された場合に課

所属電話局の普通加入直域外に電話を新設叉は移

縛若しくは冨域外で電話機を移縛する時25.の場合

せられる料金で、一ヶ月聞に沿使ひ~L.t.rつ?と分を

翌月の十七日迄に納めるととに友って居ります。
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• 七十六俊乃至第八十五俊及遜話規則第三十銭

等を御覧下さいo

rィ、電話官署の過失に依り過誤納し?と料金
ロ、期の中途に於て電話使用料及普通加入直
域外加入K謝する特別の附加使用料額が減
少叉は消滅し?とる場合のi品納分

ハ‘共同加入の通話休止期間中の遁納分
ュi加入者の責に蹄すべからざる事由により
電話不通三日以上に亘りたるとき共D不通
期聞の過納分

以上は料金納付の白から起算して五ヶ月間

ィ、電話官署の過失に依り浪.法令短22号
誤約した通話K関する料金六十日間

ロ 前納瓶詰券を被呼者に交付l
、ぜざりし;場合の前納謹話料l

ハ、使用期間経過D前納通話L
料 {

=、使用したる前納通話雰co¥
過剰額 f 

3.電話規則第七十七僚の規定に依る場合の加入料

及設備費は加入申込又は共D受理の取消の日よ

り起算して二月間

4，電話規則第八十一候乃至第八十三僚の規定に依

る場合の電話線設備料、名義援更料、電話番強

符掲載料、機械移聴料、臨時電話架設料、同使

用料、同附加使用料は料金納付。日より起算し

て二月間

営該電話官署普通加入直)
域外ニ於ケJレ閥係電話線ト加入直域外
路百十米迄毎ニ j 

23国

宛の割合で一向丈納める料金です。此の料金は納

めて頂いてから工事を致しますから早く治約めに

怠れば夫れ丈早く電話が取付〈誇です。

電
話
の
料
金 1. 

9.電話補修費

電話の機核を破慣亡失叉は焼失し?と場合、其の補

充修鰭fl'C要する緋償金です、実の金額はその物に

依って蓬ひ叉毎年一定して居りませんo

遁話取扱請求
の日から起算
して六十日間

2. 10.電話番銃簿庚告料

電話番銃簿に庚告記事の掲載を申込んで電話官署

D承諾した場合に納付する料金で、掲載個所に依

って夫々定まって居ります。詳細は附録，J4頁の電

話番鋭鋒庚告掲載規程を御覧下さい。

料金還付請求の期間

蹴納tと係d下記の場合の料金は請求に依って

還付する乙とになって居 bます。其の請求期

間は大館下記の遜bです、詳細は電話規則第

電話番競簿掲載及代表番競の取扱四、

下さる様願びます。
無料特殊 掲 載 請 求

グの部

カの部

'一{名也猿股名がない
カ の 部 { と き は 〈 セ イ め か

円 r t(キヨハJν}か不明

一 ..L.n (名略綬仮名がない
コ ([J 首siとき(7タ}か〈ト

"lミヒサ〉か不明

シヂ

重{別段の翁加

で'~ I ~な引と怒俗の

d口 IBきに依リ夫

ヂ ) .qお初の溺瀬

治 IIC入札らM

タ pltがあ P去す

久i

料
包
村
清
村
山
市
フ
富

タ
国
内
脚
制
西
判
西

が
種
イ
嶋
吋
香
カ
香

下記例の如き掲載は総て無料で出来ます。職業の掲

載や稽競の掲載がありますと、電話番競の索出に大

祭便利で、ありますから、御希笠の方で未だ御請求の

ない方は衣同褒行に聞に合ふ様可成早目に請求書を

他人の電話を使用して居られる方は、

に、名義人から他人名義婿載請求書を出す様l'C:to-取

運びに左らぬと.自分の名義では番競簿に掲載され

まサぬ。帯競簿へ二箇所以上に掲載、(例へばイの部

に伊藤三吉田島屋と掲載しグの部に田島屋伊藤三吉

と稿銃で掲載するの類)を請求されると.氏名でも

格競でも電話番放が判明すると云ふ利便がありま

すo 共の掲載を御希望の加入者は.四月一日までに

請求書を御提出下さい。

議て他人名義叉は重複掲載請求のしである方で、笠

有料掲載の請求及取消

四月一日まで

治出し下さい、倫格競に職業名のあるものは職業欄

の掲載を省きます。

(イ〉 職業欄の掲載を省くもの

岡山築吉岡祭同漕庖...・H ・・

越後屋呉服底山本辰吉....・H ・-

議 族 館 河口とら…-

職業掬D掲載出来るもの〈ロ〉

田島清吉浅田屋...・H ・"書評j 奈

田中資生堂 問中貞吉-……・・化粧品雑貨

末・ 庚柴崎豊吉・……・・放 館

下記の如く氏名が通俗のを芝音に依らざるもの叉は通

読困難のものも間遣を防ぐ震に掲載請求書を御差出
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年度番競簿に掲載の必要のな〈訟つ?と方は

ド年三月三十一日|までに、共の取消請求書を営局

加入謀へ叉大森、荏原、中野の各分局加入者は嘗該

A. 代表番披の掲載

何山何太郎......測咽1185-1000ゆ

B. 普通の掲載

fU咽1185-1000

何山何太郎…M・M・..※ ~tl回目85-1001
I U田1185-1002

1田1185-1003

代表番放の掲載

手働式局

局へ御提出下さい。

何山何太郎……※京橋56-1101ゆ

B. 普通の掲載

I京橋56-1101

I:$.縫56-1102
何山何太郎……・・…・※ィー咽'"'V ・

!京橋56-1i03 

1京橋56-1104

代表番競を呼んで接続を請求されると、其の内話中

A. 代表番号虎の寂扱請求

自動式局

ご加入以上の加入同線を有し、旦私設電話叉は甲種

増設電話にして交換機の装置しである場合は、代表

呑銃取扱の請求を注すととが出来ます。

下記の様に最代表番披の取扱方を御請求に怠れば、

先順位の番援のみを、 電話番競簿に見易い援に蓬つ

で左い番披に接続されますから、通話者鐙方及電話

交換作業上の手数、時間が大いに省かれます。代表

番競に依る加入者は、市外通話呼出等の請求をなさ

るにも、名刺、庚台等に番披を印刷されるにも、必

す=代表番放のみを表示する様にして下さい。

代表番放の取扱を受ける加入者の電話で、代表番競

請求以外の電話番放は、勿論番競絡に掲載されます。

代表番援の取扱を請求され?と連続番放の電話は、成

ベく異動させ左い様にして下さい。止むを得す=之を

動かすときは絡りのものから異動して下さい。

異動し?と電話の番践は愛更されるととがあります。

た形式と活字て登載されます。但自働局電話番競は

下の如く、総て十箇宛一連となり「ー」より始まりて

例へば 31番より連続rOJtz:終るものであります。

して十加入の代表番放の場合には 31番に始まり、

39.30と配列せられてありまして 39.40とは友って居

らぬのであります、叉36若手より五加入の代表君子被の

場合には..36番K始まり 39.30と在るのであります。
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|増設電話交換取扱者の届出に就て|五、

増設電話交換取扱者(甲種増設並接箆電話交換取扱 !御調査下さる桜御願ひ致したいのでありますQ

者を指稿す、以下向じ〉を採用叉は愛更し党時は附録 i但し之等の資格僚件は加入同線が二同線以下で、交

換取扱の極めて閑散左向におしては掛臥jずる場合が第 統書式t亡依り直にお届け下さい。交換取扱者は

電話交換に就て充分注智識と技{雨とを有する者に限

い者を採用危さる場合Kは.之に関する智識と技備

とを舎得せしめる翁養成委!託手続により営局へ議め

養成の委託方を申出られ度、之が養成期は約四十日

養成委託手績による養成を柊了したか等に就き強め!で養成費は嬰しません@

ありますO 若し電話交換取扱、の正規の教育を受けな

り、認定せらる Lのでありますから営局。認定設(一

まだ所持しない者を採用する場合級及二級に限る〉

には本人が従来電話交換取扱局に勤;務したか、或は

.. ~..;:，. 

l2S 託報電

受けるには強め東京中央電信局へ請求して其の取扱電話加入者、借電話者は電話で、随時電報が打てをす。

を受けるととが出来ます。詳細は巻末の電報の電話叉其の同居人或は近所の方で、も加入者叉は借電話者

託途忙就てを御費下さい。の承諾があれば此の方法で出来ます。電話で電報を
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f! ; 改正に就て
イ宇
ゑj昭和十四年一月十日から電話の統制安施に伶ひ電話規貝Ijの一部が改正されました。主なる

嘉l改正事項は下記の各項であbます。

議i一、電話機他人方設置に関する事項
の
改 i 電話機は加入者の住所、居所、管業所以外の所へ設置する乙とは出来ません。但し左記

引 各競の場合は許可を得て特に設置する乙とが出家会す。

就I (1) 官公磐、法人等が其の電話機を高紋職員の住宅に設置せんとするとき

てI (2) 加入者が膳召、出援等の銭其の不花期間中電話機を他人方へ設置せんとするとき

(司 会認電話管業者〈以下公認業者と税す)が他人に貸奥するものなるとき

(め銀行、庶民金庫、信用組合、又は無違令枇等の如 〈法令により特ユ別なる監督に服するもの〈以下公的金融

機関と穏す〉が金融の鑓其の電話機&鋸置〈之き

(句 其の他民.に止むを得ざる事由に図るとき

以上各項の場合には電話機他人方設置許可申請書(書式第十五銃〉を提出しその許可を受

けおばt.t.!>さをせん。

二、加入譲渡に閲する事項

(1) 加入譲渡承認請求は

ィ、公認染者又は公的金融機関以外にて、電話賢賞、 拾保金融等を業とする者が常事者の一方又は双方、或

は.仲介し居ると認めらる与ものは承認致しまぜんo

ロ、必事(以上に加入せんとする者への加入譲渡も承認致しまんo

(2) 加入譲渡承認訪-求に際しでは加入譲渡詑明書く書式第十四披)を添付するとと Lなりました。

三.電話機一時撤去に関する事項

電話機の一時撤去請求は左の各競の場合の外出来なくな bました。

(1) 電話機棋の設置しである建物の修理、改築又は増築等に凶るものなるとき

(2) 加入者が長期不在のとき

(3)，加入者者の将居に際し電話機の設置場所が確定せざるとき

ゅ 使用者の縛居或は長期間不在に図るものなるとき

(5) 其の他止むを符ずと認め?とるものなるとき

四、以上各項建背に劃する制裁

電話規則選反共の他民事たては従来よ b一定の制裁があ bましたが、今同更に次の各場合

には通話停止、加入取治、加入除名の制裁が設けられました。

(1) 電話官暑に差出ナ番煩に不貨の記殺を~したるとき

(2) 許可な〈して自己の居所、住所又は義務に使用する場所以外をと電話機設置場場既と~したるとき

五.其の他の注意事項

(1) 公認業者は組合規約並に替業絢'lljを定め糠め逓信省の認可を得て夫々一定したる取引を銘し、各府頭に「遷

信省公認jの文字、賀民債格、金融、賃貸保件、各種手設料等その管業上必要なる事項を掲出しであります

(2) 公認を得ぬ業者が取引するととも無いとは限りませんが、乙の場合は電話局への手続が出来ませんから御

注意下さい。

(3) 公認、業者は遮官官惑の監督のもとに器禁して居りまナかb、泣話の資質、賃貸、金融はなるべ〈直接御利

用になる C が御wi宜と存じます。

J 

!I 


